
余市町有害鳥獣被害防止対策支援事業補助金交付要綱 

  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、有害鳥獣による農業被害を防止するため、有害鳥獣被害防止

対策設備を購入する者に対して、その経費の一部を補助するために交付する有害

鳥獣被害防止対策支援事業補助金（以下「補助金」という。）について、余市町

補助金等交付規則（平成３０年余市町規則第４号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 （１） 有害鳥獣 ヒグマ、エゾシカ及びアライグマをいう。 

（２） 有害鳥獣被害防止対策設備 有害鳥獣による農業被害を防止するための 

電気柵、箱わなをいう。 

（３） 電気柵 有害鳥獣の圃場への侵入防止を目的とするものをいう。 

（４）  箱わな 特定外来生物であるアライグマの捕獲を目的とするものをい

う。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次に掲げ

る全ての要件を満たすものとする。 

（１） 町内に住所を有する者であって、町内において営農する経営体 

（２） 有害鳥獣被害防止対策設備の設置場所として、自らが常時管理できる自

己所有地又は土地所有者から同意を得た場所に設置できること。 

（補助対象事業及び補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、有害鳥獣による

農業被害を防止するために、有害鳥獣被害防止対策設備を購入するものとする。 

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」）は、新たに購入する

有害鳥獣被害防止対策設備とし、当該設備の設置に係る人件費及び既に設置して

いる電気柵、箱わなの補修用部品等については、補助対象外とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（１，０００円未満の端

数は切捨て）とし、その上限額は次の各号に掲げる有害鳥獣被害防止対策設備の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 電気柵 ５万円（同一年度につき１回に限る。） 

 （２） 箱わな １万円（同一年度につき１回に限る。） 



（申請書の添付書類） 

第６条 規則第３条の町長の定める書類は、次に掲げるものとする。 

（１） 見積書の写し（２社以上） 

（２） 設置場所位置図 

（３） 納税対応状況申出書（第１号様式） 

（４） その他町長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付申請をするに当たっては、補助金における消費税及び地方消費税

相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係

る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額

（以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければなら

ない。ただし、当該申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものに

ついては、この限りでない。 

 （維持管理の義務) 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、有害

鳥獣の捕獲、侵入防止対策に努めるとともに、有害鳥獣被害防止対策設備の機能

が良好な状態で保持できるように維持管理し、また、使用に当たっては事故等に

対し、十分に配慮しなければならない。 

（実績報告書の添付書類） 

第８条 規則第１４条の町長の定める書類は、次に掲げるものとする。 

（１） 領収書の写し 

（２） 設置状況を証明できるもの（設置写真等） 

（３） その他町長が必要と認める書類 

２ 第６条第２項ただし書に該当する補助事業者は、実績報告書を提出するに当た

って、補助金の消費税等仕入控除額が明らかになった場合には、これを補助対象

事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。 

３ 第６条第２項に該当する補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消

費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した

場合には、その金額（前項の規定により減額した補助事業者については、その金

額が減じた額を上回る部分の金額）を余市町有害鳥獣被害防止対策支援事業消費

税等仕入控除税額報告書（第２号様式）により速やかに町長に提出するととも

に、これを返還しなければならない。 

（財産の処分の制限期間） 

第９条 補助事業により取得した有害鳥獣被害防止対策設備の規則第２３条ただし

書の町長が定める期間は、次に掲げる有害鳥獣被害防止対策設備の区分に応じ、



それぞれ当該各号に定める期間とする。 

（１） 電気柵 設置完了日から５年 

（２） 箱わな 設置完了日から３年 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


